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１．国別でみた外国人労働者数の推移
図"#国籍別'在留資格別人数内訳0 #単位3人0

合計 678997:9; <8;78=8 >:7<<; 9?>7?;? =>97<8= 66876@> ::788@ =:7=@8 6<;76>: <679>< 8676:; 9?@7@9?
"就労目的E =:@7@=@ 6<<796= 9878;9 967=89 66@7==@ 9@7:=< 6:7;@@ 697?;= @6< 9?6 =;79>< :676:@
F永住者等E ;@;79?: 6<?7?:= 9@78;< 6==7996 687<8? ;7=== >7@=? <7@6@ 6<<7>@@ <?788< <67:?@ >?7?8;
K技能実習E <=<79;= =?7?@< 6> <979?> 68<7?66 676>= =<76=; 6>78=> ;@ ;? 66 9>7>;<
P特定技能E :<7<>< ;796> 67>6: ;7?;; <<76>> <7=?< =79:9 :7?>= @: <@ 6799@ 6979?;
S資格外活動 <<?7@6? ::79=8 >7@@: <7?8; 6?87<:8 :87==9 ;7@<< :7>6; <@@ @? 97@9: <@7:@>

WX他
全国籍
合計

中国
\香港'_`
ab含de

韓国 ghijk lmno pqrs tkupvw xyk_r z{|s }sr ~�等

（出所）厚⽣労働省

SX業界動向 ~社会分野編~
外国人労働者の受け入れ動向

⽇本では少⼦⾼齢化が進んでいて労働⼒が不⾜しがちです、特に若い世
代の労働⼒確保が難しい業種の事業者にとって、外国⼈労働者に対する
ニーズは⾼まっています。

外国⼈労働者を単に安価な労働⼒として捉えてしまうと、サスティナブ
ル経営におけるライツホルダーリスク（⼈権侵害リスク）が⾼まること
を認識し、対応していくことが求められています。

今後、ESGによるサスティナブルな経営に際し、Social（社会）に関連す
る⼈権についても、益々クローズアップされてくるものと考えられます。

2022年度は過去最⾼となる延べ182万⼈の外国⼈労働者を受け⼊れています。

（出所）厚⽣労働省
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2．業種別でみた外国人労働者数の推移

業種別では、製造業やサービス業、⼩売業、宿泊業、飲⾷サービス業の割合が⾼くなって
います。

（出所）厚⽣労働省

3．日本で就労する外国人のカテゴリーと内訳

現状では技能実習⽣と語学留学⽣等の資格外活動に頼る所が⼤となっています。
しかしながら、技能実習制度については様々な問題が発⽣しており、制度廃⽌
の⽅向で検討が進められています。

（出所）厚⽣労働省
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4．特定技能制度

特定技能制度とは、⼈⼿不⾜が深刻化する業界の問題を解決するため
2019年4⽉に導⼊された制度で、「特定技能1号」と「特定技能2号」があ
ります。

「特定技能1号」は在留可能期間が通算5年まで、家族帯同は不可となっている
のに対し、「特定技能2号」は在留可能期間が無期限で、家族帯同が可能と
なっています。

（出所）出⼊国在留管理庁

5．特定技能制度の拡大

【特定技能制度対象業種】

対象業種
特定技能

1号 2号
建設 〇 〇
造船・船⽤⼯業 〇 〇
ビルクリーニング 〇

今回追加

製造業（産業機械など） 〇
⾃動⾞整備 〇
航空 〇
宿泊 〇
農業 〇
漁業 〇
飲⾷料品製造業 〇
外⾷業 〇
介護※介護は在留資格「介護」で対応

現状、特定技能2号の対象業種は「建設」と「造船・船⽤⼯業」のみとなって
いましたが、２０２３年６⽉の閣議決定で「宿泊業」や「外⾷業」を含めた９
業種が追加されました。
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介護分野は特定技能制度の対象外ですが、在留資格「介護」という制度が設けら
れており、取得した外国⼈は、5年・3年・1年・3カ⽉のいずれかの期間ごとに更
新し続ければ、永続的に就労できます。

7．介護人材受入れの仕組み

（出所）厚⽣労働省

6．特定技能２号の業務内容（案）

（出所）出⼊国在留管理庁
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受入事例①

（出所）国⼟交通省

受入事例②
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7．Appendix

（出所）出⼊国在留管理庁
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End of document

本資料は、現時点で⼊⼿可能な公開情報を、弊社においてその正確性および網羅性等を独⾃
に検証することなく作成されており、本件検討の基礎となる各前提事実、仮定およびその他情報
等に関して社外的に意⾒を表明するものではありません。弊社は本資料によって、本件に関して
貴社において検討中の取引等が適当であるかについて判断するものではありません。
なお、本資料の⼀部または全部を、当社の許可なく複写、複製等することを固くお断りいたします。

りそな銀⾏ 審査部 企業調査室
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